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「⼩諸みかげ」は、⼩諸市の運営委託事業としてスタートした《障がい
者等共同作業訓練施設》から《知的障がい者⼩規模授産施設》を経て、
現在に⾄ります。

▶運営事業
・相談⽀援 特定相談⽀援事業
・障がい福祉サービス ⽣活介護事業、就労継続⽀援Ｂ型事業

▶就労⽀援の紹介
・受託加⼯作業 紙器材等の加⼯
・受託清掃作業 施設床等の清掃、
 公共トイレ清掃
・⾃主製品の製作 縫製製品、⽊⼯製品、
 アクセサリー類

▶受託作業の相談、⾃主製品の依頼等の問い合わせ先
 ⼩諸みかげ（御影新⽥2238- 1 ） 担当：井澤
   ☎26－1301 ＦＡＸ：26－1301 Ｅメール：komoro＠bb-squ

障がい者就労施設を
活⽤しよう‼
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▶⺠事調停の 5 つの特徴
 ①⼿続きが簡単（申⽴書の作成は簡単で、⼿続き案内もしています。）
 ②費⽤が安い（例えば、10万円の代⾦を請求する場合にかかる費⽤は、⼿数料500円と必要な郵便料⾦です。）
 ③解決が早い（多くの事件が申⽴てから 3 か⽉以内に終了しています。）
 ④裁判官と調停委員が間に⼊った話し合い（法律的、専⾨的な問題も⼀緒に解決をめざし、⼿続きは⾮公開です。）
 ⑤判決と同じ効果（調停が成⽴した内容については、強制執⾏ができる場合もあります。）
※詳しくは、裁判所のウェブサイトをご覧ください。

そんなときには「⺠事調停」があります
「⺠事調停」とは、話し合いで問題の解決を図る裁判所の⼿続きです。
裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、お互いが納得するまで話し合うことが基本なので、
実情にあった柔軟な対応ができます。

代⾦を払ってもらいたい！

敷⾦を返還してもらいたい！

隣に静かにしてほしい！

▶相談窓⼝
・⼩諸市消費⽣活センター（市⺠課市⺠係内）☎31－5100（消費者相談専⽤）
・⻑野県東信消費⽣活センター（上⽥合同庁舎内）☎0268－27－8517
・消費者ホットライン ☎1
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